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【公開日】平成29年7月27日(2017.7.27)
【年通号数】公開・登録公報2017-028
【出願番号】特願2016-7429(P2016-7429)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ   3/10     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成30年11月8日(2018.11.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眼底の断層画像に含まれる複数の層境界を検出する層境界検出手段と、
　前記断層画像を解析することで内境界膜から外網状層と外顆粒層との境界までの少なく
とも一部の領域を含む第１領域と、前記第１領域とは異なる第２の領域であって、前記境
界から視細胞内節外節境界部までの少なくとも一部の領域を含む第２領域とを決定する決
定手段と、
　前記断層画像の深さ方向において、前記第１領域の厚さと前記第２領域の厚さとを比較
する比較手段と、
　前記比較手段による比較結果に基づいて、前記眼底の中心窩の位置を推定する推定手段
と、
　を備えた画像処理装置。
【請求項２】
　前記決定手段は、前記断層画像を構成する画素の濃度または輝度が閾値以上の領域を前
記第１領域、前記濃度または前記輝度が前記閾値未満の領域を前記第２領域と決定するこ
とを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記決定手段は、前記第１領域と前記第２領域とを決定するための前記閾値を判別分析
法により決定することを特徴とする請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記決定手段は、前記断層画像から検出された層境界に基づいて前記第１領域と前記第
２の領域とを決定することを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記比較手段は、前記比較結果として前記第１領域の厚さと前記第２領域の厚さとの差
を出力することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記比較手段は、前記比較結果として前記第１領域の厚さと前記第２領域の厚さとの比
または前記第１領域の厚さ若しくは前記第２領域の厚さと前記第１領域および前記第２領
域の厚さの和との比を示す値を出力することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項
に記載の画像処理装置。
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【請求項７】
　前記第１領域および前記第２領域は内境界膜から視細胞内節外節境界部までの範囲に含
まれることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記深さ方向に直交する方向における複数の位置の前記比較結果の移動平均を算出する
算出手段を更に備え、
　前記推定手段は、前記算出手段により算出された移動平均に基づいて前記中心窩の位置
を推定することを特徴とする請求項１乃至７の何れか１項に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記推定手段は、前記比較結果に基づいて前記中心窩の位置を推定できない場合、
　前記断層画像の中心を前記中心窩の位置として推定する、
　または、固視灯の提示位置に関する情報に基づいて前記中心窩の位置を推定することを
特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記推定手段は、前記検出された層境界に基づいて前記中心窩を推定し、前記層境界に
基づいて前記中心窩を推定できない場合に、前記比較手段による比較結果に基づいて前記
中心窩を推定することを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載の画像処理装置
。
【請求項１１】
　前記推定手段は、前記深さ方向における前記断層画像の輝度または濃度の積算値に基づ
いて前記中心窩を推定し、前記積算値に基づいて前記中心窩を推定できない場合に前記比
較手段による比較結果に基づいて前記中心窩を推定することを特徴とする請求項１乃至９
のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１２】
　前記推定手段は、固視灯の提示位置に関する情報に基づいて前記中心窩の位置の推定を
実行するか否かを判断することを特徴とする請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の画
像処理装置。
【請求項１３】
　前記眼底に対して異なる方向に、または前記眼底の異なる位置に、測定光を走査するこ
とで得られた複数の断層画像を取得する取得手段を更に備え、
　前記推定手段は、前記複数の断層画像それぞれにおける前記比較結果に基づいて前記中
心窩の位置を推定することを特徴とする請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の画像処
理装置。
【請求項１４】
　前記推定手段により推定された前記中心窩の位置を示す情報を前記断層画像または前記
眼底の正面画像に重畳して表示手段に表示させる表示制御手段を更に備えたことを特徴と
する請求項１乃至１３のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１５】
　前記推定手段により推定された前記中心窩の位置に基づいて、前記中心窩の位置を含む
前記断層画像における一部の領域を抽出する抽出手段と、
　前記抽出手段により抽出された領域における前記深さ方向に沿った前記濃度または前記
輝度の変化に基づいて網膜剥離を検出する網膜剥離検出手段と、
　を更に備えることを特徴とする請求項１乃至１４のいずれか１項に記載の画像処理装置
。
【請求項１６】
　前記第１領域の厚さおよび前記第２領域の厚さの少なくとも一方に基づいて前記中心窩
の異常度を判定することを特徴とする請求項１乃至１５のいずれか１項に記載の画像処理
装置。
【請求項１７】
　眼底の断層画像に含まれる複数の層境界を検出する層境界検出手段と、
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　前記断層画像に含まれる内境界膜から外網状層と外顆粒層との境界までの少なくとも一
部の領域のみの厚さの分布に基づいて、前記眼底の中心窩の位置を推定する推定手段と、
　を備えた画像処理装置。
【請求項１８】
　前記推定手段は、前記厚さの極点にもとづいて前記中心窩の位置を推定することを特徴
とする請求項１７に記載の画像処理装置。
【請求項１９】
　眼底の断層画像の深さ方向において、前記断層画像を構成する画素の濃度または輝度が
閾値以上の第１領域の大きさと、前記第１領域とは異なる第２の領域であって、前記濃度
または前記輝度が前記閾値未満の第２領域の大きさとを比較する比較手段と、
　前記比較手段による比較結果に基づいて、前記眼底の中心窩の位置を推定する推定手段
と、
　を備えた画像処理装置。
【請求項２０】
　複数の断層画像それぞれを各断層画像における中心窩の位置と対付けて記憶する記憶手
段と、
　前記推定手段により推定された中心窩の位置に対応する中心窩の位置を有する断層画像
を前記記憶手段から取得する類似画像取得手段と、を更に備えることを特徴とする請求項
１乃至１９のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項２１】
　前記断層画像に対して構造解析を行うことで前記眼底の異常部位を検出する異常部位検
出手段を更に備え、
　前記記憶手段は、複数の断層画像それぞれを中心窩の位置および異常部位の位置と対応
付けて記憶し、
　前記類似画像取得手段は、前記推定手段により推定された中心窩の位置と前記検出手段
により検出された異常部位の位置との関係に対応する中心窩の位置と異常部位の位置との
関係を有する断層画像を前記記憶手段から取得することを特徴とする請求項２０に記載の
画像処理装置。
【請求項２２】
　前記推定手段は、前記断層画像における前記比較結果が示す値の極点に基づいて前記中
心窩の位置を推定することを特徴とする請求項１乃至２１のいずれか１項に記載の画像処
理装置。
【請求項２３】
　前記推定手段は、前記断層画像において前記第２領域の厚さに対する前記第１領域の厚
さが最も小さいことを示す部分を前記中心窩の位置として推定することを特徴とする請求
項１乃至２２のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項２４】
　眼底の断層画像を取得するＯＣＴ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　Ｔｏｍｏｇ
ｒａｐｈｙ）装置と通信可能に接続されることを特徴とする請求項１乃至２３のいずれか
１項に記載の画像処理装置。
【請求項２５】
　眼底の断層画像に含まれる複数の層境界を検出する層境界検出工程と、
　前記断層画像を解析することで内境界膜から外網状層と外顆粒層との境界までの少なく
とも一部の領域を含む第１領域と、前記第１領域とは異なる第２の領域であって、前記境
界から視細胞内節外節境界部までの少なくとも一部の領域を含む第２領域とを決定する決
定工程と、
　前記断層画像の深さ方向において、前記第１領域の厚さと前記第２領域の厚さとを比較
する比較工程と、
　前記比較工程における比較結果に基づいて、前記眼底の中心窩の位置を推定する推定工
程と、
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　を含む中心窩の推定方法。
【請求項２６】
　眼底の断層画像に含まれる複数の層境界を検出する層境界検出工程と、
　前記断層画像に含まれる内境界膜から外網状層と外顆粒層との境界までの少なくとも一
部の領域のみの厚さの分布に基づいて、前記眼底の中心窩の位置を推定する推定工程と、
　を含む中心窩の推定方法。
【請求項２７】
　眼底の断層画像の深さ方向において、前記断層画像を構成する画素の濃度または輝度が
閾値以上の第１領域の大きさと、前記第１領域とは異なる第２の領域であって、前記濃度
または前記輝度が前記閾値未満の第２領域の大きさとを比較する比較工程と、
　前記比較工程における比較結果に基づいて、前記眼底の中心窩の位置を推定する推定工
程と、
　を含む中心窩の推定方法。
【請求項２８】
　請求項２５乃至２７のいずれか１項に記載の推定方法をコンピュータに実行させること
を特徴とするプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　開示の画像処理装置の一つは、眼底の断層画像に含まれる複数の層境界を検出する層境
界検出手段と、前記断層画像を解析することで内境界膜から外網状層と外顆粒層との境界
までの少なくとも一部の領域を含む第１領域と、前記第１領域とは異なる第２の領域であ
って、前記境界から視細胞内節外節境界部までの少なくとも一部の領域を含む第２領域と
を決定する決定手段と、前記断層画像の深さ方向において、前記第１領域の厚さと前記第
２領域の厚さとを比較する比較手段と、前記比較手段による比較結果に基づいて、前記眼
底の中心窩の位置を推定する推定手段と、を備える。


	header
	written-amendment

